
令和６年４月25日 社会資本整備重点計画の見直しについて、社会資本整備審議会・交通政策

審議会に諮問

令和７年10月24日 第６次「社会資本整備重点計画」（素案）提示

令和７年10月31日 パブリックコメント・都道府県意見聴取

令和７年11月28日 第６次「社会資本整備重点計画」（案）提示

令和８年１月８日 社会資本整備審議会・交通政策審議会から答申

令和８年１月16日 閣議決定

社会資本整備重点計画について

１．社会資本整備重点計画とは

・ 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標

・ 重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要

・ 社会資本整備事業を重点的・効果的かつ効率的に実施するための措置 等

○ 社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的
かつ効率的に推進するために策定する計画（閣議決定事項）

○ 対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、水道、下水道、河川、砂
防、地すべり、急傾斜地及び海岸並びにこれら事業と一体となってその効果を増大させるため実施
される事務又は事業

○ 第１次計画（平成15～19年度）、第２次計画（平成20～24年度）、第３次計画（平成24～28年度）、
第４次計画（平成27～令和２年度）、第５次計画（令和３～令和７年度）

○ 主な計画事項

２．第６次計画の策定経緯


